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規 
 

則 

 
埼
玉
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る 

 
 

 

規
則 

 

埼
玉
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県

規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
二
項
中
「
又
は
第
七
十
三
条
第
一
項
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

        

埼
玉
県
規
則
第
一
号



規 
 

則 

 
埼
玉
県
人
事
委
員
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

香 

川 
 

實 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
二
―
一
九 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
会
議
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
二
―
一
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
会
議
の
公
開
） 

第
六
条 

会
議
は
、
法
令
又
は
他
の
人
事
委
員
会
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ

れ
を
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
の
同
意
に

よ
り
公
開
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
七
号
）
第
十
条
各
号
に
定

め
る
不
開
示
情
報
が
含
ま
れ
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
、
審
査
、
調
査
等
を
行
う
場
合 

二 

会
議
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
会
議
の
公
正
又
は
円
滑
な
運
営
に
著
し
い
支
障

が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

        
 

 
 



規 
 

則 

 
公
開
口
頭
審
理
の
傍
聴
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

香 

川 
 

實 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
六 

 
 

 

公
開
口
頭
審
理
の
傍
聴
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

公
開
口
頭
審
理
の
傍
聴
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
一
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
」

を
加
え
る
。 

 

第
三
条
中
「
あ
た
っ
て
」
を
「
当
た
っ
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
係
員
の
指
示
に
し
た
が
い
、
所
定
の
傍
聴
席
に
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

を
「
別
記
様
式
の
傍
聴
券
の
交
付
を
受
け
、
入
場
の
際
、
係
員
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

審
理
を
傍
聴
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
係
員
の
指
示
に
従
い
、
所
定
の
傍
聴
席
に
着
か
な
け
れ

 

ば
な
ら
な
い
。 

 

第
六
条
中
「
者
が
あ
る
」
を
削
り
、
「
そ
の
者
」
を
「
傍
聴
人
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び

第
二
号
中
「
者
」
を
「
と
き
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三 

審
理
が
非
公
開
と
な
っ
た
と
き 

 

第
八
条
中
「
そ
の
つ
ど
」
を
「
そ
の
都
度
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
準
用
） 

第
八
条 

法
第
五
十
三
条
第
七
項
及
び
職
員
団
体
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律 

 

（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
八
十
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
公

 

開
の
審
理
の
傍
聴
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
中

 

「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定

 

に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
が
公
開
し
て
行
う
口
頭
審
理
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
五
十
三
条
第

 

七
項
及
び
職
員
団
体
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

 

る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
公
開
の
審
理
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
会
議
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
二
―
一
二
）
第
六
条
に
基
づ
く

 

公
開
の
会
議
の
傍
聴
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条



 

中
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規

 
定
に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
が
公
開
し
て
行
う
口
頭
審
理
（
以
下
「
審
理
」
と
い
う
。
）
」
と

 
あ
る
の
は
、
「
埼
玉
県
人
事
委
員
会
会
議
規
則
第
六
条
に
基
づ
く
公
開
の
会
議
（
以
下
「
会
議
」

 

と
い
う
。
）
」
と
、
第
二
条
な
い
し
第
七
条
中
「
審
理
」
と
あ
る
の
は
、
「
会
議
」
と
、
第
三

 

条
第
五
号
中
「
主
宰
者
（
審
理
を
主
宰
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
並
び
に
第
四
条
、

 

第
六
条
及
び
第
九
条
中
「
主
宰
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
委
員
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

別
記
様
式
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る 

  

              
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

第       号   
 
 

傍     聴     券 
 
 
     年  月  日 

 
                          埼 玉 県 人 事 委 員 会     
 
 
  ※ この傍聴券は、本日に限り有効です。 
     傍聴券は、他人に譲渡し、又は貸与することはできません。 

 
( き り と り 線 ) 

第       号 
 

傍 聴 申 込 書 
 
 傍 聴 人 
 
   住 所             
 
   氏 名                     

別
記
様
式 



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
七
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｍ
ｙ
Ｊ
ｏ
ｂ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

宇
野 

聡 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
川
口
市
新
井
宿
九
一
三
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
の
社
会
参
加
を
目
指
し
支
援
活
動
を
行
い
、
障
害
者
の
福
祉
の
向
上

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
八
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
八
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人 

Ｅ 

ア
ソ
シ
エ
イ
ツ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

米
原 

恵
津
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
二
五
一
番
地
一 

ナ
イ
ス
・
ア
ー
バ
ン
鶴
瀬
一
〇
四
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
老
人
、
青
少
年
、
動
物
の
共
存
で
き
る
環
境
保
全
を
増
進
し
、
活
性
化
を
図

る
活
動
を
す
る
中
で
虐
待
、
差
別
を
な
く
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
人
と
動
物
の
平
和
な
生
活
保

全
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
九
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
二
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
フ
ァ
ミ
リ
ー
リ
ン
ク
越
谷 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

出
村 

常
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
大
字
蒲
生
三
千
八
百
三
十
二
番
地
十
四 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

 

こ
の
法
人
は
、
地
域
に
お
い
て
子
育
て
中
の
家
族
に
支
援
活
動
を
広
く
行
い
、
家
庭
教
育 

 
 

の
充
実
と
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
心
豊
か
に
育
つ
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
地
域
社
会
の
実
現 

 
 

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部
Ｎ

Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitama

ken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
四
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人Japan Close-up Magicians' Association 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

田
代 

茂 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
上
尾
市
上
町
一
丁
目
三
番
一
号
タ
ワ
ー
テ
ラ
ス
上
尾
二
一
〇 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
奇
術
愛
好
家
に
対
し
て
、
交
流
・
発
表
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
、
及
び
、
奇

術
の
文
化
的
価
値
に
着
目
し
て
、
そ
の
資
料
整
備
・
情
報
発
信
・
普
及
活
動
を
行
う
こ
と
で
、

広
く
公
益
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
一
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
二
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
風
と
ハ
ー
プ
演
奏
の
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

高
木 

ひ
と
み 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
日
高
市
武
蔵
台
七
丁
目
六
番
地
五 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
に
対
し
て
、
福
祉
施
設
・
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
等
に
訪
問
し
て

の
ハ
ー
プ
演
奏
会
の
企
画
・
開
催
及
び
そ
の
支
援
に
関
す
る
事
業
、
ハ
ー
プ
演
奏
に
関
連
す
る

個
人
・
団
体
と
の
協
力
・
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
芸
術
・
音
楽
の
振
興
と
地
域
社
会
の

福
祉
の
増
進
を
図
り
、
広
く
公
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
二
号



告 
 

示 

 
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
地

域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
地
域
森
林
計
画

変
更
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
変
更
計
画
の
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
埼
玉
県
知

事
に
対
し
、
理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

森
林
計
画
区
の
名
称 

 
 

埼
玉
森
林
計
画
区 

二 

縦
覧
の
場
所
及
び
期
間 

 

埼
玉
県
寄
居
林
業
事
務
所 

埼
玉
県
秩
父
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
川
越
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
農
林
部
森
づ
く
り
課 

縦 

覧 

場 

所 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日
（
火
）
か
ら

同
年
二
月
十
七
日
（
水
）
ま
で
（
日
曜
日
、

土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
日
の
午
前
九
時

か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
） 

縦 

覧 

期 

間 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
三
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
比
企
郡
吉
見
町
西
吉
見
南
部
土
地
改
良
区
か
ら
の
土
地

改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
計
画
及
び
定
款
の
変
更
認
可
申
請
を
平
成
二
十
二
年
一
月
十
四
日

適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
決
定
に
係
る
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
定
款
の
写

し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
十
八
日
ま
で 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

比
企
郡
吉
見
町
役
場 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
四
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
上
尾
市
小
泉
土
地
区
画
整
理
組
合
理
事
長
山
崎
勉
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

上
尾
市
小
泉
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
出
来
形
確
認
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

上
尾
市
大
字
小
泉
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
八
十
五
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
吉
田
耕
三
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八

号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
作
成
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

東
松
山
市
大
字
田
木
、
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
石
坂
地
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
八
十
六
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
久
喜
市
長
田
中
暄
二
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

久
喜
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

久
喜
市
、
菖
蒲
町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
八
十
七
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

幸
手
都
市
計
画
野
中
土
地
区
画
整
理
事
業 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

（
削
除
す
る
土
地
の
区
域
） 

 
 

大
利
根
町
大
字
北
下
新
井
字
野
中
、
字
不
用
堤
及
び
字
下
堤
外
の
各
一
部
、
大
字
琴
寄
字
舟 

 
 

 
 

渡
の
全
部
、
大
字
琴
寄
字
鴨
新
田
、
字
西
後
川
、
字
後
川
の
一
、
字
後
川
の
三
、
字
堤
及
び 

 
 

字
下
川
島
の
各
一
部 

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課 

 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所 

 
 

大
利
根
町
都
市
整
備
課 

 
 

加
須
市
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課 

 
 

騎
西
町
産
業
建
設
課 

 
 

北
川
辺
町
産
業
建
設
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
ま
で 

 
 埼

玉
県
告
示
第
八
十
八
号



告 
 

示 

  
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

和
光
市
白
子
三
丁
目
中
央
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

 

就
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 
 

住 
 

 
 

 

所 

 

清
水 

 

稔 
 

 
 

和
光
市
白
子
三
丁
目
一
一
番
二
一
号 

 

副
島 

 

健
義 

 
 

和
光
市
白
子
三
丁
目
一
一
番
七
五
号 

 

小
寺 

 

鯛
一 

 
 

和
光
市
下
新
倉
五
丁
目
一
〇
番
一
六
号 

 

榎
本 

 

俊
夫 

 
 

和
光
市
白
子
三
丁
目
一
一
番
六
二
号 

 

栁
下 

 

豊 
 

 
 

和
光
市
下
新
倉
五
丁
目
二
番
二
〇
号 

 

新
坂 

 

弘 
 

 
 

和
光
市
白
子
三
丁
目
二
八
番
一
号 

 

栁
下 

 

創 
 

 
 

和
光
市
白
子
三
丁
目
一
一
番
五
三
号 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
九
号



告 
 

示 

 
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
処
分

に
係
る
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

聴
聞
の
日
時
及
び
被
聴
聞
者 

 

二 

聴
聞
の
場
所 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
二
番
二
十
四
号 

 
 

埼
玉
教
育
会
館 

三
〇
五
会
議
室 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

午
後
一
時
三
十
分 

聴
聞
の
日
時 

地
宝
建
設 

 

佐
藤 
公
安 

被
聴
聞
者
の
商
号 

又
は
氏
名 

比
企
郡
川
島
町
上
伊
草
五
三
九

―
二 

 

小
久
保
ビ
ル
二
〇
一 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
告
示
第
九
十
号



告 
 

示 

 
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
処
分

に
係
る
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

聴
聞
の
日
時
及
び
被
聴
聞
者 

 

二 

聴
聞
の
場
所 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
二
番
二
十
四
号 

 
 

埼
玉
教
育
会
館 

三
〇
五
会
議
室 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

午
後
三
時
三
十
分 

聴
聞
の
日
時 

東
通
建
設
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

 

来
間 

隆
治 

被
聴
聞
者
の
商
号 

又
は
氏
名 

さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
三
ー

二
一
九 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
告
示
第
九
十
一
号



告 
 

示 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

山 

木 

幸 

夫 
 

 
 

                         



 

 

 

 

  

百 

四 

十 
号 

  

路 
 

線 
 

名 

   

秩
父
市
荒
川
上
田
野
字
錦
一
七
五
九
番

五
地
先
か
ら
同
市
荒
川
上
田
野
字
錦
一
七

五
四
番
一
地
先
ま
で
（
た
だ
し
、
関
係
図
面

に
表
示
し
た
部
分
に
限
る
。
） 

    
供
用
開
始
の
区
間 

 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 

供
用
開
始
の
期
日 

 

平
成
二
十
年

二
月
八
日
付
け

埼
玉
県
秩
父
県

土
整
備
事
務
所

長
告
示
第
九
号

で
告
示
し
た
道

路
予
定
区
域
の

一
部
供
用
開
始

で
あ
る
。 

延
長
二
十
四
・
三

〇
メ
ー
ト
ル 

 

備  

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

 

若 

林 

祥 

文 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
一
〇
〇
六
〇
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
二
日 

 
 

第
二
一
〇
一
四
六
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

比
企
郡
滑
川
町
大
字
月
輪
字
山
口
九
八
七
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
月
輪
九
八
五
番
地 

 
 

長
谷
部 

守 

 
 

          



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
九
月
十
四
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
〇
八
五
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
四
日 

 
 

第
三
六
二
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
鷲
宮
町
中
央
二
丁
目
一
二
五
八
―
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

北

飾
郡
鷲
宮
町
一
丁
目
二
―
一
九 

 
 

竹
村 

清 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
八
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
〇
五
四
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
四
日 

 
 

第
三
六
四
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
宮
前
字
前
原
一
八
四
―
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
大
田
区
東
糀
谷
一
丁
目
九
番
一
七
号 

 
 

新
垣 

泉 

・ 

新
垣 

奈
緒
子 



正 
 

誤 

 
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
五
十
九
号
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
第
二
千
百
四
十
五
号
）

中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 

段 
 

行 

二
十
七 

 

一 
 

前
か
ら
十
七 

 

誤 埼
玉
県
川
越
市
大
字
宮
元
町
八
十
番
地
六 

 

正 埼
玉
県
川
越
市
宮
元
町
八
十
番
地
六 
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